
大和高田市高齢者に係る成年後見制度利用支援事業実施要綱 

令和３年３月３１日告示第４２号 

（目的） 

第１条 この告示は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条の規定によ

り行う市長による成年後見等の審判請求、審判請求費用の助成及び後見人等報酬

の助成について必要な事項を定めることにより、加齢に伴って生ずる心身の変化

に起因する疾病等により判断能力が十分でない者がその尊厳を保持しながら地域

において自立した日常生活を営むことができるよう、成年後見制度の利用を促進

し、もって高齢者の権利擁護の推進及び福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 高齢者等 老人福祉法第５条の４第１項が規定する６５歳以上の者をい

う。 

（２） 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。 

（３） 成年後見等開始の審判 民法（明治２９年法律第８９号）第７条の規定に

よる後見開始の審判、同法第１１条の規定による保佐開始の審判又は同法第１５

条第１項の規定による補助開始の審判をいう。 

（４） 後見人等報酬 成年後見人等の後見、保佐、補助に係る報酬をいう。 

（５） 報酬付与の審判 民法第８６２条、第８７６条の５第２項及び第８７６条

の１０第１項の規定による報酬付与の審判をいう。 

（６） 市長による審判請求 老人福祉法第３２条の規定に基づく後見開始、保佐

開始又は補助開始の審判請求をいう。 

（７） 審判請求費用の助成 市長による審判請求に要する費用について行う助

成をいう。 

（８） 後見人等報酬の助成 後見人等報酬の支払に対する助成をいう。 

（審判請求の対象者） 

第３条 市長は、本市に住所を有する者のうち成年後見等開始の審判を必要とする

状態にあると認められる高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの

について、市長による審判請求をすることができる。ただし、審判請求に係る審判

の対象者（以下この条において「本人」という。）を保護する緊急の必要性が認め



られる場合において、各号の掲げる要件を確認する時間的余裕がないと認めると

きは、この限りでない。 

（１） 本人に４親等内の親族（「親族等」という。以下この条において同じ。）

がいないとき又は親族等の所在が不明のとき。 

（２） 虐待、放置、審判請求の拒否その他親族等による審判請求を期待できない

事情が認められるとき。 

２ 市長は、前項の審判請求において、市長による審判請求を必要とする状態にある

かどうか判断するに当たって、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。 

（１） 本人の事理を弁識する能力の程度 

（２） 親族等以外の者による本人保護の可能性 

（３） 行政機関等が行う他施策及び福祉サービスの活用による支援の可能性 

（４） その他市長が確認を必要とする事項 

３ 第１項の規定による要件の確認又は前項の規定による総合考慮をする時間的余

裕がなく、かつ、本人の福祉の増進を図るために市長による審判請求をすべきこと

が明らかに認められるときは、前２項の規定にかかわらず、市長は、市長による審

判請求をすることができる。 

（審判請求費用の助成） 

第４条 市長は、市長による審判請求について、審判請求に要する費用を負担するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者の資産の状況等を勘案し、市長による

審判請求に要した費用の全部又は一部を対象者に負担させることが相当と判断し

たときは、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）の定めるところにより、当

該費用の返還を求めることができる。 

（後見人等報酬の助成等） 

第５条 市長は、報酬付与の審判が行われた場合において、成年後見、保佐又は補助

に係る被後見人、被保佐人又は被補助人（以下この条において「本人」という。）

が本市に住所を有する高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するもので

あるときは、本人に対して後見人等報酬の助成を行うものとする。ただし、成年後

見人等が本人の配偶者、直系親族又は兄弟姉妹であるときは、後見人等報酬の助成

を行わない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護



者 

（２） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条に

規定する支援給付を受けている者 

（３） 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 

ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること。 

イ 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が有する現金、預貯金、有価証券

等の合計額（以下「資産合計額」という。）が、後見人等報酬の支払に要する

費用に３０万円を加えた額を下回ること。 

ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない

こと。 

２ 後見人等報酬の助成の対象となる期間は、報酬付与の審判により報酬付与がな

される期間（以下「報酬付与対象期間」という。）の末日から起算して１年前まで

の間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 後見人等報酬の助成の額は、報酬付与の審判により決定した報酬額に相当する

額とする。ただし、第１項第３号に掲げる者に対する後見人等報酬の助成の額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に掲げる額とする。 

（１） 資産合計額が３０万円未満の場合 報酬付与の審判により決定した報酬

額に相当する額 

（２） 資産合計額が３０万円以上の場合 報酬付与の審判により決定した報酬

額に相当する額に３０万円を加えた額から資産合計額を減じて得た額 

４  前項の規定にかかわらず、後見人等報酬の助成の額は、２０，０００円に報酬

付与対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。 

（助成の申請） 

第６条 後見人等報酬の助成の申請をしようとする者は、大和高田市高齢者に係る

成年後見制度利用支援事業助成金（後見人等報酬）支給申請書（様式第１号）に、

必要書類を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、報酬付与の審判の確定日から起算して３月以内に行

わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、後見人等報酬の助成の対象者が第１項の申請をしていたかどうかにか

かわらず、当該対象者が後見人等報酬の助成の決定前に死亡していた場合におい



て、当該対象者が生存していたならば前条第１項各号のいずれかに該当したであ

ろうと認めるときは、当該対象者の相続財産から成年後見人等が後見人等報酬の

支払を受けることができないときに限り、当該成年後見人等に対して後見人等報

酬の助成をすることができる。 

４ 前項の後見人等報酬の助成について、申請その他の手続は後見人等報酬の助成

の例により成年後見人等が行うものとする。 

（助成の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可

否を決定し、大和高田市高齢者に係る成年後見制度利用支援事業助成金支給（不支

給）決定通知（様式第２号）により通知するものとする。 

（対象者の範囲の特例） 

第８条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３条に規定する住所地特例対象

施設、生活保護法（昭和２５年号外法律第１４４号）第３８条第２項の救護施設又

は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第１９条第３項の特定施設その他これに準ずるとして市長が別に

定める施設（以下「対象施設等」と総称する。）に入所又は入居している者であっ

て当該対象施設等への入所又は入居前に本市に居住していたものは、第３条第１

項及び第５条第１項の規定による本市に住所を有する者とみなす。 

２ 第３条第１項及び第５条第１項の規定にかかわらず、市内の対象施設等に入所

又は入居している者であって、当該対象施設等への入所又は入居前に市外に居住

していたものは、市長による審判請求、審判請求費用の助成及び後見人等報酬の助

成の対象者としないものとする。 

（費用等の返還） 

第９条 市長は、詐欺その他不正の手段により審判請求費用の助成又は後見人等報

酬の助成を受けた者があるときは、その者に対し、当該費用等の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第１０条 後見人等報酬の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 



附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行し、この告示の施行の日以後になされた

市長による審判請求及び審判請求費用の助成並びに同日以後に申請がなされた後

見人等報酬の助成について適用する。 

２ 第５条第４項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後に助成の申請がな

された後見人等報酬の額について、報酬付与対象期間に令和３年４月１日が含ま

れるときは、同項中「月額２０，０００円」とあるのは「月額３０，０００円」と

する。 



様式第１号（第６条関係） 







 



様式第２号（第７条関係） 

 


